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本年４月１日付けで福岡県保健医療介護部食の安全総合調整監兼生活衛生課
⾧に就任いたしました吉田哲也でございます。「生衛ふくおか」の発刊にあた
り御挨拶申し上げます。

生活衛生関係業界の皆様方におかれましては、日頃から県民の健康や生活環
境の向上に御尽力いただきますとともに、県政の推進につきましても温かい御
理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症、特にオミクロン株の爆発的な感染拡大
など、社会経済活動に大きな影響を与える事象がありましたが、本年５月

８日からは、感染症法上の位置付けが５類感染症に変更されました。この新型コロナ発生から３年余りの間に、
幾度にも及ぶ感染拡大の波がありましたが、様々な現場で社会を支えていただいている皆様と共に乗り越える
ことができました。

今年は、本県で「世界水泳選手権２０２３福岡大会」、「ツール・ド・九州」が開催されるなど、国内外か
ら旅行者や観光客が福岡県を訪れることが見込まれています。社会経済活動の活性化やインバウンドの増加を
期待するところです。

生活衛生関係業界の皆様には、県民が衛生的で快適な生活を送る上で、なくてはならない様々なサービスを
ご提供いただいております。県では、公益財団法人福岡県生活衛生営業指導センターと連携しながら、業界の
組織力向上や経営・融資に関する各種相談など、業界の健全な発展を図るための様々な取組を推進していると
ころです。

引き続き、こうした取組を通じて業界全体の振興と公衆衛生の維持向上に努めて参りますので、誰もが安心
して笑顔で暮らせる福岡県のため、変わらぬ御理解とお力添えをいただきますようお願い申し上げます。

最後に、公益社団法人福岡県生活衛生営業指導センター並びに各生活衛生同業組合のますますのご発展と皆
様方のご健勝を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。



〇 税制は、社会情勢や経済情勢にあわせて、毎年のよう

に見直しが行われています。

〇 そのわかりにくい「税制」を何とかわかりやすく解説し、

皆様方に少しでも理解を深めて頂くために、研修会を開

催しています。

〇 今回は、本年から対応が求められている「インボイス制

度」や「電子帳簿保存法」等を中心に解説します。

○ 詳しくは、当センターのホームページをご覧ください。

○ お店の融資、衛生、法律な

ど経営全般についてのご相

談を、お受けします。お気軽

にご利用ください。

〇 各地で開催される食品衛

生責任者養成講習会等の会

場に、相談コーナーを設置し

ております。

〇 詳しくは、当センターのホー

ムページをご覧ください。

生活衛生食品会館会議室において、令和５年５月１９日に第１回理事会を、６月９日に定時評議員会

を開催しました。会議では、令和４年度の事業報告及び収支決算報告について事務局長から説明があ

り、審議の結果、原案どおり議決・承認されました。

また、任期満了に伴う役員の選任については、候補者全員が承認されました。

【相談は一切無料です】
【受講は無料です】

＜税務研修会＞

 粕屋保健所 中会議室

 南筑後保健所 第3会議室

 嘉穂・鞍手保健所 大会議室

 日本政策金融公庫 北九州支店

 八幡西生涯学習センター

 ホテルニュープラザ久留米

 村瀬 正則 税理士

 塩塚   修　税理士

 藤井 正博 税理士

 芳賀 　 博 税理士

 芳賀　  博 税理士

 長谷 広信 税理士

開 催 日 時　 間

13:30～14:30

13:30～14:30

13:00～14:00

13:00～14:00

13:00～14:00

　　　　　     会　  場　　　　　　　　　 講 　師

 9月 4日（月） 13:30～14:30

 9月11日（月）

 9月25日（月）

10月 2日（月）

10月16日（月）

10月23日（月）

〇 第１回理事会（5月19日開催）

〇 定時評議員会（6月9日開催）

＜地区相談会＞

12:30～13:30

 9月27日（水）

 行橋商工会議所 （行橋市中央1丁目9番50号）

 藤吉コミュニティセンター （柳川市三橋町高畑256）

 飯塚研究開発センター （飯塚市川津680-41）

 クローバープラザ （春日市原町3-1-7）

 筑後商工会議所 （筑後市大字和泉118-1）

 田川青少年文化ホール （田川市平松町3-36）

開 催 日 会          　場 時　間

 8月18日（金）

 8月25日（金）

 8月30日（水）

 9月13日（水）

 9月21日（木）

12:30～13:30

12:30～13:30

12:30～13:30

12:30～13:30

12:30～13:30

（公財）福岡県生活衛生営業指導センター役員名簿（令和５年６月２３日現在）

役　職　 所     属

理 事 長 　　新 井 眞 一  食鳥肉販売業生活衛生同業組合

副理事長 　　井手口宥公  美容生活衛生同業組合

専務理事 　　竹 野 　  孔  飲食業生活衛生同業組合

理　   事 　　小副川浩二  理容生活衛生同業組合

理　   事 　　桑 原 義 行  クリーニング生活衛生同業組合

理　   事 　　吉 岡 利 明  公衆浴場生活衛生同業組合

理   　事 　　井 上 善 博  旅館ホテル生活衛生同業組合

理　   事 　　岡 部 章 蔵  興行生活衛生同業組合

理　   事 　　白 井 俊 彦  料理業生活衛生同業組合

理   　事 　　杉元 美智代  社交飲食業生活衛生同業組合

理　   事  ☆   　平 田 隆 文  喫茶飲食生活衛生同業組合

理   　事 　　三 嶋 修 一  すし商生活衛生同業組合

理　   事 　　組 坂 善 昭  食肉生活衛生同業組合

理　   事 　　     亮  太  氷雪販売業生活衛生同業組合

理　   事 　　田 代 強 一  学識経験者

理　   事  ☆   　田 村     聡  （公財）福岡県生活衛生営業指導センター

監　   事 　　小宮淳之介  税理士

☆：新しく就任された方

氏  名



ご存じですか？
クリーニング所（取次店を含む）で働くでクリーニング師や従業員の方は、法令により研修・講
習の受講が義務づけられています。
当センターから受講案内があった施設の営業者は、必ず対象者を受講させてください。詳しくは
当センターのホームページをご覧ください。
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  9月24日（日）  新小倉ビル B1F 25人  北九州市小倉北区米町2-2-1

開催日 　　　　  会　場　　　　 定　員 所　在　地

  9月10日（日）
 福岡市健康づくりサポート

 センター 10F
50人  福岡市中央区舞鶴2-5-1

開催日 所　在　地

  9月22日（金）  福岡市博多区千代1-2-4

 10月 1日（日）  北九州市小倉北区米町2-2-1

会　場 定　員

福岡生活衛生食品会館 5F

 新小倉ビル B1F

70人

30人



生活衛生営業に係る法改正について
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律（令
和５年法律第５２号）が令和５年６月１４日に公布されました。主な内容は、以下のとおりです。

Ⅰ 旅館業における感染症のまん延防止対策関係【旅館業法】

１ 宿泊者等に対する感染防止対策への協力の求めに関する規定の創設
感染症法に規定する一類感染症や二類感染症などを「特定感染症」と定義した上で、この特定感染症が
国内で発生している期間に限り、施設の営業者は、特定感染症の症状を呈する宿泊者等に対し、感染防止
に必要な協力や、特定感染症の患者に該当するかどうか確認するために必要な報告（医師の診断結果等）
を求めることができる等の規定が新たに設けられました。

２ 営業者が宿泊を拒むことができる事由の見直し等
従来、宿泊しようとする者が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるときに宿泊を拒むこ
とができるとされていた規定を、特定感染症の患者等であるときに宿泊を拒むことができることとされま
した。
また、宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対す

るサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したときは、宿泊を拒むことができること
とされました。
一方で、営業者は旅館業の公共性を踏まえ、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊

を拒む場合には、その理由を客観的事実に基づいて判断し、宿泊しようとする者からの求めに応じて、そ
の理由を丁寧に説明することができるようにすることとされました。

Ⅱ 事業譲渡に係る手続の整備関係
【理容師法、美容師法、クリーニング業法、公衆浴場法、旅館業法、興行場法、食品衛生法等】

営業者が事業を譲渡する場合において、事業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、
営業者の地位を承継することとされました。

Ⅲ 施行期日
公布の日（令和５年６月１４日）から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日

福岡県手話言語条例ができました


